
まちづくり市民交流プラザ（1） 

区民文化センター（8） 

現代美術館（1） 

文化創造センター（1） 

総合屋内プール（1） 

スポーツセンター（12） 

クアハウス湯の山（1） 

庭球場（9） 

バレーボール場（1） 

運動広場（8） 

体育館（3） 

広島国際会議場（1） 

留学生会館（1） 

広島ユース・ホステル（1） 

中小企業会館（本館）（1） 

市民農園（2） 

森林公園（1） 

草津公園（1） 

西部埋立第五公園（1） 

寺迫公園（1） 

中央公園（ファミリープール含む）（1） 

竜王公園（1） 

可部運動公園（1） 

瀬野川公園（1） 

佐伯運動公園（1） 

新牛田公園（1） 

牛田総合公園（1） 

広島広域公園（1） 

大芝公園（交通ランド含む）（1） 

市営住宅（41）・ 附設駐車場（23） 

  （安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区） 

公民館(各区1館、計８） 

  （竹屋、鈴が峰、温品、阿戸、似島、安、三入、彩が丘） 

非公募 
現在の管理受託団体を指定するもの 

８月に公募する施設  
営利企業も含めて幅広く公募するもの 

福祉センター（11）※条例改正済 

老人福祉センター（3） 

老人いこいの家（17） 

平和記念公園レストハウス（1） 

女性福祉センター（1） 

心身障害者福祉センター（1） 

自転車等駐車場（23） 

路上駐車場（30） 

路外駐車場（5） 

道路附属物駐車場（2） 

西新天地公共広場（1） 

青少年センター（1） 

国際青年会館（1） 

女性教育センター（1） 

映像文化ライブラリー（1） 

似島臨海少年自然の家（1） 

三滝少年自然の家（1） 

グリーンスポーツセンター（1） 

総合防災センター（1） 

火葬場（永安館除く３施設） 

永安館（1） 

高天原納骨堂（1） 

市営プール（椎原のぞく） ⇒ 市営プールを学校プールへ転用する（＝廃止）。 

学校給食センター ⇒ 安佐地区学校給食センターを廃止し、可部地区学校給食センターと統廃合する。 

◎施設の廃止・統廃合の議案◎ 

6月議会に条例「改正」が提案された公の施設 指定管理者制度 

カッコ内は施設数 

近隣運動広場（9） 

椎原児童プール（1） 

平和記念資料館（1） 

地域福祉センター（6） 

こども療育センター（3） 

障害者デイサービスセンター（3） 

  （北部・東部・西部） 

皆賀園（1） 

健康づくりセンター（1） 

工業技術センター（1） 

広島城（1） 

農業振興センター（1） 

農業振興センター安佐分場（1） 

こども村（1） 

水産振興センター（1） 

農業集落排水処理施設（10） 

植物公園（1） 

安佐動物公園（1） 

街区公園等（944） 

市営住宅（99）・市営店舗（21）・附設駐車場（53） 

  （中区・東区・南区・西区） 

市営住宅（3）・市営店舗（1）・附設駐車場（4） 

  （段原再開発） 

広島駅南口地下広場（1） 

バスターミナル（3） 

特定環境保全公共下水道（1） 

小規模下水道（2） 

公民館（公募とする８館を除く）（62） 

市立中央図書館（1） 

区図書館（湯来河野閲覧室を含む）（8） 

まんが図書館（あさ閲覧室を含む）（1） 

こども図書館（1） 

こども文化科学館（1） 

江波山気象館（1） 

交通科学館（1） 

郷土資料館（1） 

広島市医師会運営・安芸市民病院（1） 

大町第二保育園（1） 

  （幼稚園併設・06年４月の指定のみ非公募） 

鈴峯園（1）（06年4月の指定のみ非公募） 

日本共産党広島市議団ニュースＮＯ649裏面 訂正版 【お詫びと訂正】 「指定管理者制度」の一覧に間違いや不備がありました。 

心よりお詫びし、訂正いたします。 


